
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  税務調査の事前通知 

Ｑ：税務調査の手続きが改正され、事前通

知の方法が変わるとか。どのようになるので

すか？                                          

  

Ａ：原則として納税義務者及び税務代理人

の双方に事前通知がなされます。 

【解説】 

平成23年12月に国税通則法が改正され、税

務調査の手続きが法令で明確にされました。 

実地調査をする場合の事前通知については、

原則として、納税義務者と税務代理人の双方

に電話等により、実地調査を行う旨、調査を

開始する日時・場所や調査の対象となる税

目・課税期間、調査の目的などを連絡される

こととなっています。 

また、調査開始時に複数の調査担当者が臨

場する場合には、事前通知に際し、調査担当

者を代表する者の氏名・所属官署に加え、臨

場予定人数も併せて連絡されることとなって

います。 

調査の際には、調査の目的は事前に通知さ

れますが、実地調査を行う理由については、

事前通知されることはありません。 

なお、調査の対象となる税目・課税期間の

事前通知事項の詳細は、税理士を通じて聞く

ことにしたいという場合には、調査担当者が

事前通知をした際にその旨を伝えれば、税理

士が詳細を代理して聞くことになります。 
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